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加子母 B&G 海洋センターの指定管理に関する仕様書 

 

加子母 B&G 海洋センターの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、条例及び規則に定めが

あるもののほか、この仕様書による。 

 

１．管理運営の基本方針 

（１）施設の設置目的 

加子母 B&G 海洋センターは、市民の福祉と体力・健康の増進や文化・スポーツの振興を目的

としている。本仕様書は、その目的に従い各施設の指定管理者が行う業務の内容及び管理方法に

ついて定めるものである。 

（２）管理運営 

加子母 B&G 海洋センターを管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

① 公の施設であることを常に念頭において、利用者への奉仕及び公平なサービスの提供に努め、

特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

② 中津川市役所及び中津川市内にある他の類似施設との連携を図った運営を行うこと。 

③ 利用者や地域住民の意見を管理運営に反映させること。 

④ 個人情報の保護を徹底すること。 

⑤ 利用者の安全を第一に管理運営を行うこと。 

⑥ 効率的、効果的な運営を行い、経費の節減に努めること。 

（３）施設の維持管理 

本施設の適正な運営のため、施設及び設備に関する保守管理を行うこと。また、本施設の機能

と環境を良好に維持するため、施設の清掃、日常点検を行うこと。（保守点検等業務に係る詳細

は別表１のとおりとする。） 

また、プールについては、常日頃から衛生管理に努めるとともに各種法令等を遵守し、適正な

管理を心がけること。 

（４）利用者等の要望・苦情への対応 

    施設の機能を十分に発揮でき、利用者が安全かつ快適に利用できるよう迅速かつ適切に処理

するとともに、管理運営に反映させること。また、その内容及び対応については、すみやかに市

に報告すること。これらの手順については、マニュアルとしてまとめておくこと。 

（５）平等利用 

   正当な理由がない限り市民が施設を利用することを拒んではならず、また、施設の利用にあっ

て不当な差別扱いをしてはならない。 

（６）情報の公開 

施設の管理運営を行うに当って作成し、又は取得した文書等については、個人情報などあら

かじめ非開示情報として定めているもの以外は、開示を求める者に対して、これを開示するこ

と。 

指定管理者は、その管理の業務を行うに当たり保有することとなる情報のうち、個人情報以外

のものについては、開示を求める者に対して積極的に公開に努めるものとする。 
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（７）守秘義務 

   指定管理者及び、その従業員は、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに管理の

業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その指定管理者でなくなった後及びその従業員で

なくなった後も同様とする。 

（８）モニタリング 

利用者等に対して施設の管理運営についてのアンケート調査を行うなど、施設に対するニー

ズ等の把握を行い、この結果については、速やかに中津川市に報告すること。 

（９）市民サービスの向上 

市民サービスの向上につながる魅力的な事業を実施し、利用者の満足度を高めていくこと。 

（10）利用促進 

催事にあわせたイベントの企画、講座の開催や各種大会の誘致活動など、施設の利用促進につ

ながるような活動を継続して実施するとともに、広報活動を通して利用者に必要な情報提供に

努めるものとする。 

（11）地域住民や他施設相互の連携 

地域住民と連携をとり、施設の円滑な管理運営に努めること。 

（12）環境への配慮 

中津川市の環境行政における事務活動・事業活動に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・

省資源の推進、廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に取り組むこと。 

 

２．施設の概要 

（1）名  称 「加子母 B&G 海洋センター」 

（2）所 在 地 「岐阜県下呂市御厩野 3015 番地 102」 

（3）設置時期 「昭和６３年５月」 

（4）施設概要 

①敷地面積  13,176 ㎡ 

②建物概要  

構  造  鉄筋コンクリート（一部鉄骨） 

   施設内容  体育館…アリーナ・トレーニングルーム・ミーティングルーム・事務所 

         プール…25ｍプール（６コース）・幼児用プール 

   延床面積  体育館：1,182.45 ㎡ 、プール：833.11 ㎡ 

③その他付属施設 駐車場 

④主な機械設備等 プール水ろ過装置、ボイラー設備  

（5）施設図面  別添のとおり 
 

３．利用時間及び利用制限 

（1）開館時間 

  ① 午前９時から午後１０時まで 

ただし、日曜日については、午前９時から午後５時まで   

（2）休館日 

  ① 毎週月曜日及び１２月２８日から翌年の１月４日 
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ただし、プールについては、１０月１日から翌年の５月３１日まで 

（3）利用の制限 

次に該当するときは、使用を許可しないこと。 

①公の秩序を乱し、善良の風俗を害すおそれがあると認められるとき。 

②営利を目的とすると認められるとき。 

③その他市長が適当でないと認めるとき。 

 

４．業務の範囲及び留意事項 

（1）管理運営に関する主な業務の範囲 

①管理業務 

ア 基本的な管理運営業務 

・総括責任者として、施設長を１人配置する。 

・Ｂ＆Ｇ財団との無償譲渡契約による常勤職員にアクアインストラクター以上の資格を有す

る者を１名以上配置する。 

・労働関係法令を遵守するとともに、管理運営に支障がない勤務体制をとること。 

イ 職員への研修の実施 

職員の能力向上のために必要な研修を行うこと。 

ウ 事業計画書の作成 

指定管理者が行う業務に関する事業計画書を毎年度作成し、年度が始まるまでに市に提出

し、承認を得る。 

エ 各種報告書の作成 

この業務仕様書の「７．報告書の作成」を参照する。 

オ 第三者への委託 

清掃、警備といった個々の業務を第三者へ委託できるが、管理に係る業務を一括して第三

者へ委託することはできない。また、公の施設の管理のあり方を踏まえ、管理の主たる業務

を委託することは適当でない。 

また、第三者に委託した業務については、常に実施状況を把握するとともに、必要に応じ

て指導するなど、責任を持って管理すること。 

カ 危険防止等のための施設の利用禁止及び制限 

キ 他市等からの行政視察及び見学者等への施設の説明 

ク 各種物品、消耗品の購入 

ケ 光熱水費等の支払などの経理事務 

コ 中津川市が推進する事業に伴う業務等 

②受付、案内、収納業務 

ア 施設利用の予約受付、案内業務 

受付カウンターにおいて、受付及び案内業務を行う職員を開館時間のうち９時から１７時

及び１８時から２２時の間予約状況に応じて１名以上配置する。 

イ 有料施設の使用料・施設の占用使用料の収納業務 

     各施設の条例に基づく使用料を徴収・受領したときは、指定管理者が適正に管理しなければ
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ならない。 

ウ 減免申請の受付等 

（2）施設の維持管理に関する主な業務の範囲 

①施設及び設備の維持管理に関すること 

 ア 本施設の適正な運営のため、施設及び設備に関する保守管理を行うこと。 

  a 管理施設等の日常保守・点検・管理に関すること 

  b B&G 海洋センタープール施設の開設準備及び閉鎖片付けに関すること 

  c 管理施設の清掃業務に関すること 

  d 芝や植栽物等の管理に関すること 

  e 冬期の除雪や雪害防止に関すること 

  f 電気工作物の保守・点検に関すること 

  g 管理施設の警備に関すること 

  h 管理施設の消防設備・消火器の保守・点検に関すること 

  i  機械設備・昇降設備の保守・点検に関すること 

  j  器具及び備品の保守・管理に関すること 

  k プール水適正管理のための、薬剤等の購入並びに使用に関すること 

  l  管理施設の修繕に関すること 

  m 危機管理に関すること 

 イ 駐車場の管理に関すること 

 

②施設の運営に関すること 

 ア 施設の使用許可に関すること 

 イ 施設の使用にかかる利用料金の徴収に関すること 

 ウ 職員の雇用等に関すること 

  a 管理運営を効率的に行うため、適正な人数の職員を配置すること 

  b 管理運営に関わる職員（臨時職員を含む。）の勤務条件については労働基準法・労働安全

衛生法・その他労働関係法令を遵守すること 

  c 施設の責任者として、施設長を置くこと 

  d 常勤の B&G 財団認定指導員アクアインストラクター、アドバンストインストラクター、

センターインストラクターいずれかの資格取得者を配置すること 

  e 職員の勤務形態は、本施設の運営に支障がないように定めること 

  f 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること 

  g 受付業務及び監視業務には、常時１名以上配置すること 

  h 法令上必要な資格を有する者を配置すること 

 エ 自主事業に関すること 

  a 施設の自主事業を計画し、実施すること 

  b 地域住民及び利用者の施設に関するニーズが適正に反映されていること 

  c 事業の対象者については、各年齢層や世代間交流を考慮すること 

 オ 会議室、研修室等の利用に供すること 
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 カ 備品の貸出及び管理に関すること 

 キ 水泳教室などのスポーツに関する教室等の開催に関すること 

③施設及び敷地内清掃 

施設の良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、公共施設として快適な空間を保つために必要

な清掃業務を実施すること。 

また、作業時は、通行者や壁等にほこり清掃用水等を飛散させないよう十分注意すること。 

④設備等の保守点検 

附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守点検等の必要な処置

を講じること。 

ア 附属設備の法定点検及び初期性能、機能保全のため、概観点検、機能点検、機器動作特性試

験、整備業務等を行うこと。 

イ 故障等の発生や短期間のうちに故障が発生すると見込まれる場合は、速やかに、その改善

が図られるよう適切に対処すること。 

⑤駐車場管理 

敷地内にある駐車場の車両の監視を行うとともに、必要に応じて車両の誘導を適切に行うこ

と。また、繁忙期には、車両誘導員の配置などの対策を講じること。 

⑥警備業務 

施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境を確保した警備

業務を実施するとともに、防火管理者を設置すること。 

⑦その他 

 ア 緊急時対策、防犯・防災対策について、各種マニュアルを作成し、会員に指導及び訓練する

こと。また、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報すること 

 イ 中津川市個人情報保護条例の規定に基づき、適正な管理体制をとり、会員に周知徹底を図る

こと 

 ウ 中津川市情報公開条例の趣旨にのっとり、本事業に関する情報公開に関し、必要な措置を講

ずること 

 エ 各種協力・支援業務に関すること 

 オ 利用促進業務に関すること 

 カ ヘルプディスク業務に関すること 

 キ B&G 財団及び中部ブロック B&G 連絡協議会及び岐阜県 B&G 連絡協議会関係業務に関す

ること 

 ク その他、市と指定管理者とで協議・決定された業務に関すること 

（３）人員配置 

    B&G 財団との無償譲渡契約により常勤の B&G 財団認定指導員アクアインストラクター、ア

ドバンストインストラクター、センターインストラクターいずれかの資格取得者を１名以上、

非常勤の B&G 財団認定指導員インストラクターまたはリーダーの資格取得者を８名以上設置

しなければならない。指定管理者内に有資格者がいない場合は、資格を取得すること。 

（４）新たな業務の実施 

    具体的に市が指定する業務以外の新たな業務の実施を希望する場合は、応募の際に提出する
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事業計画書で提案すること。また、実施については中津川市加子母総合事務所と協議すること。

（この業務の対価として、入館料など通常の使用料以外のものを利用者から徴収することはで

きないので注意すること。） 

 

５．職員の確保 

「４．業務の範囲及び留意事項」を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働

基準法等関係法令を遵守し、市民サービスの向上と効率的な施設運営を行うために適正な人数の

職員を配置すること。 

 

６．指定管理に係る経費 

当該施設の管理運営に係る指定管理料の項目及び内訳は以下のとおりである。 

項  目 内  訳 

加子母 B&G 海洋センター 施設の運営、維持管理費等 

 

７．報告書の作成 

（１）業務報告書 

   次の事項を記載した業務報告書を作成し、当月分を翌月の１０日までに市に提出すること。 

① 管理運営の業務の実施状況等を記載した業務報告書 

② 施設ごとの利用件数及び利用者数及び施設使用料 

③ 施設ごとの減免件数、減免人数及び減免額 

④ その他特に報告を求めるもの 

（２）事業報告書及び決算書 

毎会計年度終了後、事業報告書及び決算書を翌年５月末までに市に提出しなければならない。

（役員名簿を含む） 

（３）その他の報告書の提出 

管理業務の実施状況の確認及び利用者数の把握等のために必要とするもの。 

 

８．管理運営費の精算 

毎会計年度終了後に提出する決算書において、市の支払総額と指定管理者が管理運営に要した

費用の総額に差が生じた場合でも、差額は精算しないものとする。 

 

９．施設等の修繕の費用負担 

指定管理料の範囲内で施工できる施設及び設備等の軽微な修繕等については、指定管理者の負担

とする。また、施設等の改造や指定管理料の範囲内では困難な修繕等の場合については、市と指定管

理者で協議の上、定めることとする。 

 施設等の損傷が指定管理者の責めに帰すべき事由により生じたときは、指定管理者の負担とする。 

 

１０．調査、監督について 

  市が行う管理状況の把握のための調査、それに基づく是正措置についての指示等については、正当
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な理由なく、調査又は報告、資料の提出及びその是正措置についての指示等を拒否することはできな

い。  

 

１１．指定管理者に対する監査 

 公の施設の管理運営業務に係る出納、その他の事務の執行について、市監査委員による監査の実施

が決定された場合には、当該監査に誠実に対応し、また、監査結果に指摘事項等があった場合には、

速やかに改善等を図るものとする。 

 

１２. 物品の帰属等 

    管理に必要な備品等の帰属については、市及び指定管理者で協議の上、定めるものとする。 

 

１３．安全管理 

事故の防止や防犯については、保安警備に努めるなど利用者が安心して利用できる環境を確保す

ること。 

利用者の安全対策、監視体制について、各種マニュアルを作成し、従業員を指導し、万一に備えて

従業員を訓練すること。 

また、緊急時対策、防犯・防災対策のための各種マニュアルを作成し、従業員を指導し万一に備え

て従業員を訓練すること。 

 

１４．秘密保持義務 

個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、当該施設を管理運営するうえで知るこ

とのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。 

指定管理者でなくなった場合、又は従事者が職務を退いた後も同様とする。 

 

１５．緊急時の対応 

事故や地震その他災害等緊急時の対策については、日頃から必要な訓練を行うとともに、利用者

を適切に避難誘導できる体制を整えること。 

 

１６．損害賠償保険 

業務実施にあたり、生じた事故等の損害については、施設の瑕疵に起因する場合及び中津川市の

責に帰する理由による場合を除き、指定管理者の責任とする。 

前段の賠償責任の履行を確保するため、指定管理者は、対人補償１人２億円、１事故４億円以上、

対物補償１事故５百万円以上の損害賠償保険に加入するものとする。 

業務の遂行にあたり、指定管理者の業務員の災害については、いかなる場合においても、指定管

理者が責任を負うものとする。 

 

１７．法令等の遵守 

本施設の管理にあたっては、本仕様書のほか次の各項に掲げる法令に基づかなければならない。 

（１）地方自治法 
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（２）労働関係法令 

（３）中津川市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例及び同施行規則 

（４）中津川市文化スポーツ施設等使用料等徴収条例及び同施行規則 

（５）中津川市 B&G 海洋センターの設置等に関する条例及び同施行規則 

（６）中津川市 B&G 運営協議会の設置等に関する条例及び同施行規則 

（７）中津川市個人情報保護条例及び同施行規則 

（８）B&G財団との施設無償譲渡契約 

（９）その他管理運営に適用される法令 

※ 法令に定めのない事項について疑義が生じた場合の措置については、その都度中津川市と協

議して決定するものとする。また、本契約期間中に前各号に規定する法令並びに条例及び規則

に改正があった場合は、改正された内容をもって仕様とする。 

 

１８．協定の締結 

   管理の基準、業務の範囲など条例で定める事項のほか、業務執行上必要となる事項を両者で協

議し、概ね次の事項について協定を締結する。 

（1）基本協定 

  ① 指定管理者に管理させる施設、管理業務の内容 

  ② 報告書の作成、提出 

  ③ 指定期間 

  ④ 利用料金、備品等の帰属 

  ⑤ 原状回復 

  ⑥ 損害賠償、非常事態時の対応、リスク分担 

  ⑦ 管理業務の一括委託等の禁止、権利譲渡の禁止、他の業者等への委託の取扱い 

  ⑧ 指定の取り消し、管理業務の停止 

  ⑨ 秘密の保持、個人情報の保護、情報の公開  

  ⑩ 管理業務の引継 

  ⑪ その他必要な事項 

（２）年度協定 

  ① 指定管理料（金額、支払方法） 

  ② その他必要な事項 

 

１９．リスク分担表（負担者側に○） 

リスク区分 リスク項目 リスクの内容 
負担者 

市 指定管理者 

応募要領リスク 書類の誤り 
募集要項等市が作成した書類に関するもの ○  

申請書等指定管理者が作成した書類に関するもの  ○ 

制度関連リスク 

法令の変更 管理業務に直接関係する法令の新設・変更によるもの ○  

税制の変更 
管理業務に影響を及ぼす税制変更によるもの ○  

上記以外の一般的な税制変更によるもの  ○ 
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維持管理リスク 

金利の変動 金利の変更によるもの  ○ 

物価の変動 物価の変動によるもの  ○ 

施設競合・需要変

動（利用料金制のみ） 

施設競合による利用者減、収入減 

当初の需要見込みと異なる状況 
 ○ 

施設・設備の損傷 

経年劣化、もしくは第三者の行為から生じたもので相

手方が特定できないもの（５万円未満の修繕） 
 ○ 

経年劣化、もしくは第三者の行為から生じたもので相

手方が特定できないもの（５万円以上の修繕） 
○  

管理上の瑕疵による施設・機器等の損傷  ○ 

施設の構造上の瑕疵による施設の損傷 ○  

展示物，資料等の損

傷 

指定管理者の責めに帰する事由もの  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できない

もの（５万円未満の修繕） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できない

もの（５万円以上の修繕） 
○  

政治、行政的理由に

よる事業の変更 

政治・行政的理由により、施設管理・運営業務の継続に

支障が生じた場合、または指定管理業務の内容変更を

余儀なくされた場合の経費及びその後の当該事情によ

る増加経費負担 

○  

債務不履行 指定管理者による業務及び協定内容の不履行  ○ 

運営リスク 

管理上の瑕疵による臨時休館等  ○ 

施設，機器の不備や施設改修による臨時休館等 ○  

指定管理者の提案による自主事業運営によるもの  ○ 

セキュリティー 
指定管理者の警備不備によるもの  ○ 

上記以外のもの ○  

社会リスク 

第三者への賠償 
指定管理者の責めに帰する事由によるもの  ○ 

上記以外のもの ○  

周辺地域及び施設

利用者への対応 

地域との協調  ○ 

管理業務内容に対する施設利用者等からの反対、訴訟、

要望に関するもの 
 ○ 

上記以外のもの ○  

不可抗力 

不可抗力（暴風，豪雨，洪水，地震，落盤，火災，争乱，暴動その他の市又

は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な

現象）によるもの 

○  

保  険 

火災保険 ○  

施設の瑕疵による賠償責任保険 ○  

上記以外の賠償責任保険（身体・財物賠償）  ○ 

指定期間終了時 指定期間が終了した場合、または指定を取り消した場合の撤収に関するもの  ○ 
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その他 
指定管理者の責めに帰すべきもの  ○ 

市の責めに帰すべきもの ○  

 

２０．業務を実施するにあたっての注意事項 

① 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定又は要綱等を作成する場合は、市と協議を行う

こと。 

② 各種規定等がない場合は、市の諸例規に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施するこ

と。 

③ その他、本仕様書に記載のない事項については、市と協議を行うこと。 
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別表１ 加子母 B&G 海洋センター管理保守点検等業務 

 

項  目 必要管理項目 頻  度 

清掃 

日常的な整理・整頓等 毎日 

定期的な清掃・床清掃 月１回以上 

窓清掃 年２回以上 

遊具安全点検 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

消防設備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

機械警備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回以上（必要に応じて） 

空調機器 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年２回以上 

非常用放送設備 
日常保守管理 毎日 

定期点検 年１回以上 

害虫駆除 
日常保守管理 毎日 

定期点検 必要に応じて随時 

植栽管理 日常保守管理 必要に応じて随時 

除草・剪定 日常保守管理 必要に応じて随時 

設備総合点検 
日常保守管理 毎日 

巡視点検・定期点検 月１回以上 

小破修繕、照明装置の維持・交換 日常保守管理 必要に応じて随時 

その他施設の修繕 日常保守管理 必要に応じて随時 

 


